
（第17114号）東 京 都 公 報令和2年6月15日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
変
更
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
自
然
環
境
部
計
画
課
）…
�

○
漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
よ
る
漁
港
の
区
域
等
の
変
更

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
港
湾
局
離
島
港
湾
部
管
理
課
）…
�

○
東
京
都
漁
港
管
理
条
例
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
甲
種

漁
港
施
設
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

公

告

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
（
三

件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
�

○
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
（
三
件
）
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
七
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
変
更
認
定
を
し
た
の
で
、

法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
変
更
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事

業
者
（
以
下
「
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

株
式
会
社
Ｗ
Ｓ
ａ
Ｔ

二

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

墨
田
区
江
東
橋
三
丁
目
三
番
七
号

三

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

松
田

宗
法

四

そ
の
他

一
の
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
は
、
法
第
十
八
条
の
五
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
三
号

平
成
十
五
年
東
京
都
告
示
第
五
百
九
十
八
号
に
よ
り
告
示
し
た
、

二
見
漁
港
に
お
け
る
保
全
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
指
定
す
る

漁
港
の
区
域
に
つ
い
て
、
漁
港
漁
場
整
備
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
三
十
七
号
）
第
三
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
変
更
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

二
見
漁
港
漁
港
管
理
者

東
京
都

代
表
者

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

水
域

二
見
漁
港
沖
防
波
堤
（
東
京
都
小
笠
原
村
父
島
字
奥
村
地
先
）

西
端
か
ら
二
見
漁
港
西
防
波
堤
（
同
字
清
瀬
地
先
）
南
端
ま
で
に

引
い
た
線
の
北
側
の
陸
地
並
び
に
沖
防
波
堤
及
び
西
防
波
堤
に
囲

ま
れ
た
海
面
（
別
図
参
照
）

二

陸
域

船
揚
場
（
１
号
）
、
船
揚
場
（
１
号
そ
の
２
）
及
び
船
揚
場

（
２
号
）
（
東
京
都
小
笠
原
村
父
島
字
奥
村
）
（
別
図
参
照
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
八
百
四
十
四
号

平
成
十
五
年
東
京
都
告
示
第
六
百
十
四
号
に
よ
り
指
定
し
た
、
停

泊
、
停
留
、
係
留
又
は
陸
置
き
に
利
用
さ
せ
る
た
め
の
甲
種
漁
港
施

設
に
つ
い
て
、
東
京
都
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
条

例
第
四
十
七
号
）
第
八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
変

更
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

漁
港
名

二
見
漁
港

二

変
更
後
の
施
設
（
別
図
参
照
）

施
設
の
種
類

施

設

の

名

称

所
在
地

桟

橋

二
見
漁
港
桟
橋
（
１
）

東
京
都
小
笠
原

村
父
島
字
奥
村

二
見
漁
港
桟
橋
（
２
）

同
右

船

揚

場

二
見
漁
港
船
揚
場
（
１
号
）

同
右

二
見
漁
港
船
揚
場
（
１
号
そ

の
２
）

同
右

二
見
漁
港
船
揚
場
（
２
号
）

同
右

泊

地

二
見
漁
港
護
岸
（
保
安
署

横
）
前
面
泊
地

東
京
都
小
笠
原

村
父
島
字
清
瀬

二
見
漁
港
護
岸
（
赤
間
裏
）

前
面
泊
地

東
京
都
小
笠
原

村
父
島
字
奥
村

二
見
漁
港
護
岸
（
野
積
場

前
）
前
面
泊
地

同
右

二
見
漁
港
中
央
防
波
堤
内
側

泊
地

同
右

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公

告

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
二

年
二
月

三
日

四
八
〇
四

株
式
会
社

Ｎ
Ｏ
Ｍ

豊
島
区
池
袋

二
丁
目
五
十

五
番
十
二
号

セ
ピ
ア
池

袋
Ⅱ
二
〇
三

豊
島
区
池
袋

二
丁
目
五
十

五
番
十
二
号

野
村
ビ
ル

二
〇
三
号

同
月
十

三
日

四
九
一
四

ホ
ク
ヨ
ー

住
宅
設
備

株
式
会
社

大
田
区
西
六

郷
三
丁
目
十

七
番
二
十
二

号

コ
ー
ポ

・
ア
イ
一
〇

五
号

大
田
区
西
六

郷
三
丁
目
十

七
番
二
十
二

号

コ
ー
ポ

・
ア
イ
三
〇

七
号

同
月
二

十
一
日

三
三
六
一

株
式
会
社

三
恵
設
備

江
戸
川
区
南

小
岩
一
丁
目

三
番
七
号

江
戸
川
区
南

篠
崎
町
一
丁

目
二
十
四
番

二
十
一
号

二

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
二

年
二
月

五
五
八
七

株
式
会
社

ア
メ
ニ
テ

古
川

雅
道

谷
崎

憲
一
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十
日

ィ
・
プ
ラ

ス

同
月
十

二
日

四
〇
三
五

株
式
会
社

積
壱

山
本
誠
四
郎

山
本

晃
美

同
月
十

七
日

三
八
七
九

有
限
会
社

ベ
ス
ト
ワ

ー
ク

杉
田

泰
之

杉
田

恵
子

同
月
二

十
一
日

一
八
四
七

東
陽
設
備

工
業
株
式

会
社

長
谷
川

洋

卯
月

一
郎

同
日

三
五
三
九

株
式
会
社

ユ
ー
リ
ン

佐
藤

昭
吾

大
林

浩

同
日

三
八
二
七

株
式
会
社

岡
田
工
業

岡
田
不
二
夫

岡
田

映
二

令
和
二

年
二
月

二
十
七

日

三
三
一
五

有
限
会
社

勝
水
道
工

業
所

岡
野

吉
央

岡
野

勝
治

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
二

年
三
月

五
三
四
四

株
式
会
社

Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｄ

墨
田
区
本
所

三
丁
目
十
二

墨
田
区
亀
沢

三
丁
目
十
四

六
日

Ｓ

Ｆ
Ａ

Ｃ
Ｔ
Ｏ
Ｒ

Ｙ

番
五
号

番
三
号

同
月
十

日

五
四
四
七

株
式
会
社

オ
ー
ト
ビ

ッ
ク

世
田
谷
区
上

北
沢
四
丁
目

十
九
番
六
号

豊
島
区
巣
鴨

三
丁
目
二
十

四
番
五
号

デ
ィ
ア
プ
ラ

ザ
巣
鴨
第
一

八
〇
四

同
月
十

一
日

一
九
五
二

大
成
設
備

株
式
会
社

新
宿
区
西
新

宿
二
丁
目
六

番
一
号

新

宿
住
友
ビ
ル

十
七
階

新
宿
区
西
新

宿
二
丁
目
六

番
一
号

新

宿
住
友
ビ
ル

四
十
五
階

同
月
二

十
三
日

五
三
九
一

株
式
会
社

イ
ッ
シ
工

業

江
戸
川
区
北

篠
崎
一
丁
目

二
番
十
七
号

江
戸
川
区
東

小
岩
一
丁
目

四
番
七
号

同
月
二

十
五
日

五
一
四
九

株
式
会
社

早
矢
仕
住

設

足
立
区
伊
興

三
丁
目
八
番

一
号

足
立
区
伊
興

四
丁
目
十
五

番
一
号

同
月
二

十
七
日

四
九
八
〇

金
杉
設
計

渋
谷
区
恵
比

寿
南
三
丁
目

七
番
二
号

ハ
イ
ネ
ス
代

官
山
七
〇
三

号
室

世
田
谷
区
太

子
堂
五
丁
目

五
番
六
号

ビ
ー
ネ
サ
イ

ネ
リ
ア
三
〇

八

同
月
三

十
一
日

五
二
五
四

豊
田
設
備

株
式
会
社

荒
川
区
荒
川

二
丁
目
三
十

五
番
二
号

Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｓ
Ｔ

Ｙ
Ｌ
Ｅ
二
〇

二

江
戸
川
区
西

葛
西
一
丁
目

十
一
番
八
号

ア
ネ
ッ
ク

ス
西
葛
西
二

〇
八
号
室

二

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
二

年
三
月

〇
八
〇
三

有
限
会
社

三
栄
商
会

伊
藤

達
治

伊
藤

仁
平

二
日

同
月
三

十
日

一
二
六
八

有
限
会
社

倉
田
商
事

倉
田

洋
子

倉
田

千
博

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
変
更
届
出
に

つ
い
て

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都

下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都

指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
か
ら
次
の
よ
う
に
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

一

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
事
業
所

所
在
地

旧
事
業
所

所
在
地

令
和
二

年
四
月

三
十
日

五
二
五
九

株
式
会
社

ア
シ
ス
ト

昭
島
市
宮
沢

町
三
丁
目
三

番
九
号

昭
島
市
中
神

町
千
百
六
十

二
番
地
十

同
日

二
九
九
九

昭
和
設
備

株
式
会
社

葛
飾
区
西
亀

有
四
丁
目
十

三
番
十
六
号

葛
飾
区
西
新

小
岩
三
丁
目

十
四
番
十
五

号

二

代
表
者
を
変
更
し
た
事
業
者

受
理
年

月
日

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

新
代
表
者
名

旧
代
表
者
名

令
和
二

年
四
月

六
日

五
六
四
一

株
式
会
社

テ
ク
ノ
エ

コ

鍋
島

達
哉

尾
沼

明

同
月
十

日

二
七
〇
六

東
洋
熱
工

業
株
式
会

社
東
京
本

店

安
達

泰
弘

谷
口

昌
伸
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同
月
二

十
八
日

三
九
四
〇

株
式
会
社

織
田
ホ
ー

ム
機
器

織
田

和
幸

織
田

鐵
心

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
六
五
八

株
式
会
社

エ
ヌ
・
ケ

ー
・
ワ
ー

ク
ス

中
山

駿

渋
谷
区
幡
ケ
谷
三
丁
目

五
十
二
番
四
号

五
六
五
九

株
式
会
社

ｅ
・
ｔ
ａ

ｐ

江
川

貴
司

中
野
区
本
町
六
丁
目
二

十
一
番
十
六
号

Ｃ
Ａ

Ｓ
Ａ
新
中
野
四
〇
二
号

室

五
六
六
〇

株
式
会
社

河
手
設
備

河
手

洋
平

東
村
山
市
諏
訪
町
一
丁

目
十
三
番
八
号

サ
ニ

ー
コ
ー
ポ
一
〇
一
号
室

五
六
六
一

株
式
会
社

久
保
住
設

久
保

浩

練
馬
区
旭
町
一
丁
目
十

一
番
十
号

Ｂ－

二

五
六
六
二

有
限
会
社

安
田
設
備

安
田

智

東
久
留
米
市
中
央
町
三

丁
目
二
番
十
一
号

五
六
六
三

株
式
会
社

青
田

知
也

八
王
子
市
大
楽
寺
町
二

青
田
設
備

百
五
十
一
番
地
十
一

二

指
定
年
月
日

令
和
二
年
三
月
十
一
日

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
六
六
四

高
南
設
備

田
村

隆

新
宿
区
北
新
宿
一
丁
目

三
十
五
番
一
号

コ
ン

シ
ェ
リ
ア
新
宿
Ｎ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ

Ｆ
ｒ
ｏ
ｎ
ｔ
ｉ

ｅ
ｒ
一
一
〇
二

五
六
六
五

テ
ク
ニ
カ

ル
ワ
ー
ク

株
式
会
社

石
渡
希
利
人

葛
飾
区
堀
切
二
丁
目
三

十
三
番
七
号

五
六
六
六

株
式
会
社

ア
ク
ア
ラ

イ
ン

大
垣
内

剛

千
代
田
区
霞
が
関
三
丁

目
二
番
五
号

霞
が
関

ビ
ル
三
十
階

五
六
六
七

有
限
会
社

下
橋
設
備

石
津

政
義

江
戸
川
区
松
江
四
丁
目

十
一
番
八
号

五
六
六
八

有
限
会
社

大
健
工
業

大
山

健

新
宿
区
下
落
合
三
丁
目

二
番
十
八
号

五
六
六
九

株
式
会
社

Ａ
Ｌ
Ｉ
Ｏ

Ｎ

東
京

営
業
所

海
保

達
也

江
戸
川
区
篠
崎
町
二
丁

目
十
二
番
十
一
号

五
六
七
〇

株
式
会
社

神
奈
川
保

健
事
業
社

西
之
宮

聡

国
立
市
富
士
見
台
三
丁

目
三
十
三
番
地
一

エ

ク
シ
ー
ド
国
立
二
番
館

三
〇
五
号
室

二

指
定
年
月
日

令
和
二
年
四
月
八
日

東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者

を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業

者
規
程
（
平
成
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
号
）
第
七

条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

一

指
定
し
た
事
業
者

指
定
番
号

商
号
又
は

名
称

代
表
者

事
業
所
所
在
地

五
六
七
一

株
式
会
社

皐
月
設
備

田
中

薫

足
立
区
椿
二
丁
目
二
十

七
番
十
四
号

五
六
七
二

株
式
会
社

田
井
設
備

工
業

田
井
健
太
郎

狛
江
市
東
野
川
二
丁
目

十
三
番
十
一
号

五
六
七
三

株
式
会
社

Ｉ
Ｇ
Ａ
Ｒ

Ｉ

猪
狩

光
吉

世
田
谷
区
若
林
一
丁
目

十
八
番
一
号

ウ
エ
ス

ト
ハ
イ
ツ
根
岸
五
〇
二

号
室

五
六
七
四

騰
飛
テ
ッ

ク
株
式
会

社

魏

雪
梅

江
東
区
平
野
四
丁
目
五

番
十
二
号

五
六
七
五

株
式
会
社

山
銀

大
橋

智
之

墨
田
区
吾
妻
橋
一
丁
目

一
番
四
号

リ
バ
ー
サ
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イ
ド
オ
オ
ハ
シ
一
〇
〇

一

五
六
七
六

株
式
会
社

水
和
設
備

安
部

和
馬

町
田
市
本
町
田
二
千
二

百
三
十
二
番
地
十
七

五
六
七
七

有
限
会
社

ア
ク
ア
ス

テ
ー
ジ

加
藤

友
樹

大
田
区
山
王
一
丁
目
四

十
二
番
三
号

ト
ー
ホ

ー
ビ
ル
三
〇
二

二

指
定
年
月
日

令
和
二
年
四
月
二
十
二
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


